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平成１７年度から平成２１年度にかけて日本脳炎の予防接種の積極的勧奨が差し控えられた

ことにより、接種機会を逸した者への対応について、これまで、本小委員会において検討を重ね、

第１期の未接種者等、緊要性の高い者を優先して接種の機会を設けるとともに、積極的勧奨を

再開することとしてきた。 

しかしながら、第２期接種の機会を逸した者については、現時点では、予防接種法施行令（昭

和23年政令第197号）に基づき、定期接種として接種できるのは１２歳以下の者に限られていると

ともに、積極的勧奨に至っていない等の課題が残されている。 

本小委員会の第３次中間報告においては、「平成２３年度に１０～１５歳の者（平成１７年度か

ら平成２２年度に９歳となった者）には、第２期接種の積極的勧奨が行われていないほか、平成２

３年度に５～９歳の者（平成１７年度から平成２１年度に３歳となった者）は、第１期接種が遅れて

いることから第２期接種の機会を逸している。これらの者については、仮にワクチンが十分に確

保された段階で第２期接種の積極的勧奨を行うこととした場合、日本脳炎ワクチンの標準的な接

種期間と大きく異なる年齢で接種することとなることから、その必要性等について更に検討が必

要である。」とされている。 

第２期接種の取り扱いについて、本委員会において検討を行い、以下のように提言する。 

 

① 現在は予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）の接種対象年齢外となっている、１３

歳以上２０歳未満の者についても、１２歳以下の者と同様に、第２期接種の希望があった

場合には定期接種の機会を提供するべきである。 

② 第２期接種の機会を逸した者（平成１７年度から平成２２年度に９歳となり第２期接種の機

会を逸した者及び、平成１７年度から平成２１年度に３歳となり第１期接種が大幅に遅れた

ため第２期接種の機会を逸した者・逸する者）への第２期接種の積極的勧奨については、

ワクチンの確保状況等を踏まえ、適切な時期に判断を行う。 

 

なお、第２次中間報告で示されているとおり、市区町村は、第２期接種について、保護者等か

ら接種の希望があった場合に、ワクチンの流通在庫量などを勘案しつつ、接種が受けられるよう、

その機会の確保に努めるべきである。 
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